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今後、モバイルビジネス活性化プラン評価会議において進捗状況の検証等を実施。

モバイルビジネス活性化に向けた検討モバイルビジネス活性化に向けた検討

移動通信市場における競争促進等を通じた利用者利益の確保・向上を図る観点から、各レイヤーを含む移動通信市場の将来

像やビジネスモデルの多様化の方向性について多角的な観点から検証するとともに、販売奨励金やSIMロックの在り方を含む

携帯端末市場のビジネスモデルの在り方、ユーザIDの取扱い等についても併せて検証を行う場を設け、０７年夏を目途に結論。

新競争促進プログラム２０１０ （０６年９月１９日）

「新競争促進プログラム」を引き続き着実に推進する。NTT東西の次世代ネットワークに係る接続ルールの整備を含む公正競争

ルールの整備、販売奨励金の在り方を含む現行販売モデルの包括的見直し、MVNOの新規参入の促進などを含むモバイルビジ

ネスの活性化策の展開等を図る。

ＩＣＴ改革促進プログラム （０７年４月２０日）

オープン型モバイルビジネス環境の実現に向けた競争促進策等を提言。

モバイルビジネス研究会報告書 （０７年９月１８日）

高度で低廉な情報通信サービスを実現する観点から、ネットワークのオープン化など必要な公正競争ルールの整備等を図る

とともに、ＮＴＴの組織問題については、ブロードバンドの普及状況やＮＴＴの中期経営戦略の動向などを見極めた上で2010年の

時点で検討を行い、その後速やかに結論を得る。

通信放送の在り方に関する政府・与党合意 （０６年６月２０日）

「モバイルビジネス活性化プラン」の公表 （０７年９月２１日）

モバイルビジネス活性化に向け、２０１１年を目標年限として展開する政策パッケージ (新競争促進プログラム２０１０の一環）



2モバイルビジネス活性化プラン（概要）

1.1.モバイルビジネスにおけモバイルビジネスにおけ

るる販売モデルの見直し販売モデルの見直し

■ＳＩＭロックの解除（２０１０年の時点で解除義務化につき 終結論）■ＳＩＭロックの解除（２０１０年の時点で解除義務化につき 終結論）

■新料金プラン■新料金プラン【【通信料金と端末価格の分離プラン通信料金と端末価格の分離プラン】】 を０８年度をを０８年度を
目途に部分導入（遅くとも２０１０年時点で全面的導入を検討）目途に部分導入（遅くとも２０１０年時点で全面的導入を検討）

■販売奨励金に係る会計整理の明確化（０７年度中を目途に電気■販売奨励金に係る会計整理の明確化（０７年度中を目途に電気
通信事業会計規則を改正）通信事業会計規則を改正）

■ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再改定ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再改定（（※※））による環境整備による環境整備（（0707年度中）年度中）

※※コンタクトポイント明確化、事業計画の聴取範囲の明確化、法制上の解釈の明確化コンタクトポイント明確化、事業計画の聴取範囲の明確化、法制上の解釈の明確化

■新規周波数の割当時におけるＭＶＮＯへの配慮（検討）■新規周波数の割当時におけるＭＶＮＯへの配慮（検討）

2.2.MVNOMVNOの新規参入の促進の新規参入の促進

■消費者保護策の強化策（料金比較認定制度、コンサルティング■消費者保護策の強化策（料金比較認定制度、コンサルティング
認定制度、苦情処理機能の体制整備等）の検討認定制度、苦情処理機能の体制整備等）の検討

■ＭＮＯの卸電気通信役務に関する標準プランの策定（検討）■ＭＮＯの卸電気通信役務に関する標準プランの策定（検討）

■プラットフォームの連携強化プラットフォームの連携強化（（※※））の検討の検討（０７年度中を目途に検討開始）（０７年度中を目途に検討開始）
※※ＩＤポータビリティ、位置情報の利活用の推進、プッシュ型配信機能の利活用の推進等ＩＤポータビリティ、位置情報の利活用の推進、プッシュ型配信機能の利活用の推進等

ユ
ビ
キ
タ
ス
特
区
の
創
設

ユ
ビ
キ
タ
ス
特
区
の
創
設

通
信
・放
送
の
総
合
的
法
体
系
の
検
討

通
信
・放
送
の
総
合
的
法
体
系
の
検
討
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網の多様化網の多様化

■端末プラットフォームの共通化の推進■端末プラットフォームの共通化の推進((端末テストベッドの構築等）端末テストベッドの構築等）

３３..モバイルビジネスの活性モバイルビジネスの活性

化に向けた市場環境整備化に向けた市場環境整備
の推進の推進

➢市場の成熟化➢市場の成熟化 ➢端末・サービス一体型の事業展開➢端末・サービス一体型の事業展開

➢市場シェアの固定化➢市場シェアの固定化 ➢ハイエンド型中心の端末市場の形成➢ハイエンド型中心の端末市場の形成

➢料金プランの複雑化➢料金プランの複雑化 ➢モバイルコンテンツ市場の成長潜在性➢モバイルコンテンツ市場の成長潜在性

７つの現状認識

モバイルビジネス活性化プランモバイルビジネス活性化プラン
各事業者に対し、各事業者に対し、

検討要請文書を発出。検討要請文書を発出。
（０７年９月２１日）（０７年９月２１日）

■行政における担当窓口の明確化■行政における担当窓口の明確化
（ＭＶＮＯ支援相談センターを０７年９月に設置）（ＭＶＮＯ支援相談センターを０７年９月に設置）

➢ソリューション系ビジネス（法人市場）における成長潜在性➢ソリューション系ビジネス（法人市場）における成長潜在性

※１．「ＳＩＭｶｰﾄﾞ」＝大半の携帯端末に搭載されている、加入者を識別するためのＩＣｶｰﾄﾞ。端末に別のSIMｶｰﾄﾞを挿入しても利用できないようにする措置のことを「ＳＩＭﾛｯｸ」という。

※２．ＭＮＯ＝移動体通信事業者（Mobile Network Operator)。周波数の割当を受けて移動通信サービスを提供する電気通信事業者。

※３．ＭＶＮＯ＝仮想移動体通信事業者(Mobile Virtual Network Operator)。既存のＭＮＯの提供する電気通信サービスを利用して、エンドユーザーに対して移動通信サービスを

提供する電気通信事業者。



3モバイルビジネス活性化プランにより期待される効果

１．モバイルビジネスにおける１．モバイルビジネスにおける
販売モデルの見直し販売モデルの見直し

■地方■地方MVNOMVNO等の新規参入による新事業の創出や地域活性化の実現等の新規参入による新事業の創出や地域活性化の実現

■料金プランの透明性の向上（利用者利益の確保）■料金プランの透明性の向上（利用者利益の確保）

■接続料等の低廉化を通じた■接続料等の低廉化を通じたMVNOMVNOの新規参入の促進の新規参入の促進 （サービス多様化）（サービス多様化）

■（２０１０年に検討する）■（２０１０年に検討する）SIMSIMロック解除による端末の多様化ロック解除による端末の多様化

２．２．MVNOMVNOの新規参入の促進の新規参入の促進

■消費者保護策の強化を通じた利用者利益の確保■消費者保護策の強化を通じた利用者利益の確保

■プラットフォームの連携強化による新事業創出の実現プラットフォームの連携強化による新事業創出の実現

３．モバイルビジネスの活性化３．モバイルビジネスの活性化
に向けた市場環境整備の推進に向けた市場環境整備の推進

２０１０年代初頭に世界 先端のモバイルビジネス環境を実現２０１０年代初頭に世界 先端のモバイルビジネス環境を実現
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6携帯・ＰＨＳの加入契約数と増加率の推移
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（注）ＡＲＰＵ（Average Rate Per User）：利用者の平均利用（支払）額

携帯電話事業におけるARPUの推移等

（米ドル／年） ARPUに占めるデータARPUの比率
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8移動通信主要事業者のシェア等

（出所）総務省資料

ＨＨＩ（注）
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（注）ＨＨＩ（Herfindahl-Hirschman Index：ハーフィンダール・ハーシュマン指数）

市場の独占度合いを測る指数の一つ。各事業者が市場で有するシェアを二乗し、それを加算して算出する。０～１００００の値をとり、
独占状態に近づくほど１００００に近づく。
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9モバイルコンテンツ市場の拡大

メディア・ソフト市場

通信系ソフト市場

２００２年 ２００３年 ２００４年

１０．８兆円 １０．９兆円 １１．１兆円

４０００億円 ５４００億円 ６９００億円

うち携帯配信 ２６００億円１９００億円１２００億円

1.1% 1.7%
2.3%

3.7%

5.0%

6.2%

（「メディア・ソフトの制作及び流通の実態」（総務省情報通信政策研究所）を元に、総務省作成）

通信系ソフト市場通信系ソフト市場

うち携帯配信うち携帯配信

2002年 2003年 2004年

（注）□メディア・ソフト市場の金額は、映像系ソフト（映画、ビデオ、地上テレビ番組、衛星テレビ番組、ＣＡＴＶ番組、ゲームソフト、
ネットオリジナルソフト）、音声系ソフト（音楽、ラジオ番組、ネットオリジナルソフト）及びテキスト系ソフト（新聞記事、
コミック、雑誌、書籍、データベース記事、ネットオリジナルソフト）が流通する、一次流通市場及びマルチユース市場の金額の合計

□通信系ソフト市場の金額は、データベース記事やネットオリジナルソフトについては一次流通市場の金額を、映画や地上テレビ番組、音楽等の
コンテンツについては、インターネットや携帯端末で配信されるものに限定したマルチユース市場の金額の合計
これをさらに、携帯端末に配信されるものに限定した金額の合計を、携帯配信に係る市場規模として算定。

コンテンツ市場全体に占める比率



10モバイルビジネス市場の活性化に向けた基本的視点
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第1回
(1月22日)

■現状と課題
■検討アジェンダ
■その他

第2回
(2月2日)

第3回
(2月15日)

第4回
(3月19日)

第5回
(4月6日)

第6回
(4月26日)

第10回
(9月18日)

オブザーバによる
プレゼンテーションと自由討議

（第2～第5回）

■主要論点②
■経済波及効果

■報告書（決定）
■主要論点①
■諸外国の動向

意見招請

モバイルビジネス研究会の検討スケジュールモバイルビジネス研究会の検討スケジュール

第7回
(5月31日)

事務局による
関係者からの

非公式ヒアリング
（1月～3月）

斉藤 忠夫 東京大学名誉教授【座長】
泉水 文雄 神戸大学法学部教授【座長代理】
飯塚 周一 情報流通ビジネス研究所代表
合田 泰政 メリルリンチ日本証券シニアアナリスト
石渡 昭好 ガートナージャパン テレコムネットワーキング担当

主席アナリスト
長谷川 孝明 埼玉大学大学院理工学研究科教授
藤原 まり子 博報堂生活総合研究所客員研究員
佐藤 治正 甲南大学経済学部教授
高橋 伸子 生活経済ジャーナリスト
北 俊一 野村総合研究所上級コンサルタント

（通信事業者）（通信事業者） （ＭＶＮＯ）（ＭＶＮＯ）
○ＮＴＴドコモ ○MVNO協議会（ﾃﾚｺﾑｻｰﾋﾞｽ協会）
○ＫＤＤＩ （ベンダー）（ベンダー）
○ソフトバンクモバイル ○情報ネットワーク産業協会（ＣＩＡＪ）
○イーモバイル （その他）（その他）
○ウィルコム ○ぐるなび
（プラットフォーム系）（プラットフォーム系） ○ＪＲ東日本
○ＡＣＣＥＳＳ ○三井物産
○インデックス ○マイクロソフト
（ＭＶＮＥ系）（ＭＶＮＥ系）
○インフォニクス
○フューチャーモバイル

研究会構成員（１０名） オブザーバ（１５社・団体）

第8回
(6月26日)

■報告書案

※計19社からヒアリング実施済。

第9回
(8月29日)

■事業者からの
ヒアリング



12モバイルビジネス活性化に向けたロードマップモバイルビジネス活性化に向けたロードマップ

７つの現状認識

➢市場の成熟化➢市場の成熟化
➢市場シェアの固定化➢市場シェアの固定化
➢料金プランの複雑化➢料金プランの複雑化
➢端末・サービス一体型➢端末・サービス一体型

の事業展開の事業展開

➢ハイエンド型中心の➢ハイエンド型中心の
端末市場の形成端末市場の形成

➢モバイルコンテンツ➢モバイルコンテンツ
市場の成長潜在性市場の成長潜在性

➢ソリューション系ビジ➢ソリューション系ビジ
ネス（法人市場）にネス（法人市場）に
おける成長潜在性おける成長潜在性

一層の競争促進一層の競争促進
を実現するためのを実現するための

施策展開施策展開

モバイルビジネスにおける
販売モデルの見直し
（販売奨励金、ＳＩＭロック等）

MVNOMVNOの新規参入の新規参入
の促進の促進

市場環境整備の推進

➢モバイルアクセス多様化・高速➢モバイルアクセス多様化・高速
化の推進化の推進

➢プラットフォーム機能の連携➢プラットフォーム機能の連携
強化強化

➢端末プラットフォームの共通化➢端末プラットフォームの共通化
の促進の促進

➢モバイルビジネスにおける新➢モバイルビジネスにおける新
事業創出に向けた取り組み事業創出に向けた取り組み

➢消費者保護策の強化➢消費者保護策の強化

市場環境整備市場環境整備
に向けたに向けた
施策展開施策展開

モバイルビジネス
活性化プラン

の策定
07年9月21日

評価会議
による

毎年のレビュー
➢プログレスレポートのプログレスレポートの

策定・公表策定・公表

世界 先端のモバイルビジネス環境の実現世界 先端のモバイルビジネス環境の実現

第１フェーズ
（直ちに着手）

第１フェーズ
（直ちに着手）

第２フェーズ
（2011年までに実現）

第２フェーズ
（2011年までに実現）

推進方策
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携帯電話事業者携帯電話事業者

端末メーカー端末メーカー

端末仕様発注・共同開発

端末納入 端末卸売

販売奨励金等

販売奨励金
成約手数料
継続契約手数料 など

販売代理店販売代理店

端末販売
（販売奨励金を充当）

回線契約

販売奨励金分は、利用者の毎月の通信料から回収

携帯電話の販売奨励金（インセンティブ）の概要

通話料

利用者利用者 端末購入代金

概ね
販売奨励金等は４万円弱／台
端末買換えサイクルは２年

☞奨励金はＡＲＰＵの１／４に相当

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

～
～

30,000

40,000

50,000 ＮＴＴドコモ ＫＤＤＩ ソフトバンクモバイル

（単位：円）

30,000

42,000

40,000

30,000

40,000

37,600

31,000

36,000

32,500 34,000

38,000 38,300

36,000
37,000

45,000

（注１） 各年度におけるNTTドコモのアニュアルレポートより、「販売手数料」及び「端末販売奨励金」を販売奨励金等として記載。

（注２） 各年度におけるＫＤＤＩの決算資料より、「販売コミッション」を販売奨励金等として記載。
（注３） 各年度におけるボーダフォンの決算説明会資料より、「新規顧客獲得費用」を販売奨励金等として記載。 （各社決算資料等を基に総務省作成）



14携帯電話端末市場における日本メーカーのシェア

・携帯電話端末の世界市場には多くの日本企業が進出しているが、日本企業のシェアの合計は全体の
１０％未満(9.0％)。これに対し、トップのノキアは単独で全体の約３割のシェアを占める。

・携帯電話端末の世界市場には多くの日本企業が進出しているが、日本企業のシェアの合計は全体の
１０％未満(9.0％)。これに対し、トップのノキアは単独で全体の約３割のシェアを占める。

（※シェアは2005年のもの；総務省資料）

その他, 21.4%

ＬＧ, 7.0%

サムソン, 12.9% モトローラ, 18.8%

ノキア, 33.5%

ＳＥＭＣ, 6.4%

【携帯電話端末(全体)のシェア】

パナソニック 1.5%、ＮＥＣ 1.4%、シャープ 1.4%、
三洋電機 1.4%、京セラ 1.4%、東芝 0.6%、
三菱電機 0.6%、富士通 0.4%、日立/カシオ 0.3%

(合計 9.0%)

３
（Ben-Q・シーメンス、Okwap、DBTEL）

台湾

１１
（左図の１０社及びソニー・エリクソン）

日本

１
（ソニー・エリクソン）

スウェーデン

１
（ノキア）

フィンランド

４
（サムスン電子、ＬＧ電子、パンテック＆キュリテル、ＫＴＦＴ）

韓国

９
（バード（寧波波導）、アモイ（夏新）、TCL、レノボ等）

中国

１
（Ben-Q・シーメンス）

ドイツ

１
（モトローラ）

米国

【主要国の端末メーカー及びその数】



15主要各国における携帯電話料金（各国平均利用分数ベース）

38
39

46

63

18

24

31

39.4

11.7

48.2

40.9

34.1

26.3

19.2

0

25

50

75

東京 ニューヨーク ロンドン パリ デュッセルドルフ ストックホルム ソウル
0

10

20

30

40

50

60

月額料金

１分当たり料金

月
額
料
金

（
百
円
／
月

）

1
分
当
た
り
料
金

（
円
／
分

）

※ 各国における１契約当たりの月間平均利用分数を利用した場合に要する も低廉な料金を比較。
ニューヨークの月間利用分数は、携帯電話への着信を含む。

（出典）「2006年度 電気通信サービスに係る内外価格差に関する調査」（総務省）

97分 672分 96分 154分 53分 93分 160分

月間利用分数



16モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し①モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し①

ユーザー

通信料金 （本来の）通信料金

一定期間で回収 回収期間後も徴収回収期間後も徴収

端末価格

端末販売奨励金

販売奨励金の役割

✔ハイエンド端末の価格を利用者に「低価格」で
提示することを可能とし、より高機能の端末に対より高機能の端末に対
する需要を顕在化する需要を顕在化。

✔端末とサービスのバンドル化により、端末と連携端末と連携
する形でサービスの多様化が進展する形でサービスの多様化が進展。

①利用者は端末価格の一部を通信料金で回収されている事の認知不足通信料金で回収されている事の認知不足
②利用者間のコスト負担の不公平感利用者間のコスト負担の不公平感
③ＡＲＰＵの1/4を占める販売奨励金の存在による通信事業者のコスト増通信事業者のコスト増
④端末・サービス一体化による多様性の不足端末・サービス一体化による多様性の不足
⑤接続料・卸電気通信役務の原価に端末販売奨励金が含まれていることに起因

する公正競争上の問題公正競争上の問題
⑥通信事業者主体の端末開発による端末開発の多様性への制約端末開発の多様性への制約
⑦端末買い替えサイクルの長期化による市場規模縮小に対する懸念市場規模縮小に対する懸念

留意すべき事項

現行の販売モデル見直しの必要性現行の販売モデル見直しの必要性
（端末価格と通信料金をそれぞれ明確に利用者に提示する方策を検討）

補填

現行の販売モデル現行の販売モデル

利用者間の不公平感
の存在

端末価格と通信料金の
一体化による不透明性
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通信料金【月額】

端末価格

端末販売奨励金

支払

ユーザー

通信料金【月額】

分離プラン
（端末料金と通信料金の分離）

端末料金【月額】
（端末販売奨励金相当分）

端末価格

会計整理において電
気通信事業の費用か

ら除外

期間付契約

■本来の端末価格に関本来の端末価格に関
する情報の提供する情報の提供
（請求書等で明示）

■端末コスト負担の端末コスト負担の
不公平感の是正不公平感の是正

■接続料・卸役務の原価
縮減によるＭＶＮＯのＭＶＮＯの
新規参入の促進新規参入の促進

■端末販売に係る収入と端末販売に係る収入と
費用の明確化費用の明確化（奨励金
の縮減圧力）

■SIMロック解除により

端末の多様化が進展端末の多様化が進展

現行モデル 新モデル

モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し②モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し②

０８年度を目途に０８年度を目途に
部分導入部分導入

遅くとも２０１０年を目途に遅くとも２０１０年を目途に
総合的評価、本格導入に総合的評価、本格導入に

向けた結論向けた結論

■ＳＩＭロックについては、利用期間付契約の導入により実質的な意味がなくなる。
■しかし、３Ｇの方式の違い（W-CDMA【ドコモ/ソフトバンク】とcmda2000【au】）が存在し、現時点で解除すると競争を歪める可能性。

■ＳＩＭロックは原則解除が望ましい。今後のＢＷＡの進展や端末市場の動向を見て、２０１０年の時点で３．９ＧＳＩＭロックは原則解除が望ましい。今後のＢＷＡの進展や端末市場の動向を見て、２０１０年の時点で３．９Ｇ
や４Ｇを中心としてＳＩＭロック解除を法制的に担保することについて 終的な結論を得る。や４Ｇを中心としてＳＩＭロック解除を法制的に担保することについて 終的な結論を得る。

ユーザー

ＳＩＭロック解除の検討ＳＩＭロック解除の検討



18ＮＴＴドコモの新料金プランについて（平成１９年１１月２６日提供開始、９０５ｉシリーズ以降適用）

・基本使用料割引（ 「ファミ割ＭＡＸ５０」（→基本使用料半額）など）適用

・通話料割引（「ゆうゆうコール」など）適用

・基本使用料割引（「ファミ割ＭＡＸ５０」（→基本使用料半額）など）適用

・通話料割引（「ゆうゆうコール」など）適用
各種割引

サービス等

・月額３１５円（税込）（「バリューコース」で端末購入の場合、加入月を含め 大３ヶ月間無料）

・端末２年以上継続利用でドコモポイント３，０００ポイント付与（２年以内に補償利用の場合は、１，０００ポイント付与）

・メニュー：①３年間無料故障修理、②故障修理代金サポート（５，０００円（税抜）まで）、③水濡れ・全損時リニューアル代金サポート、

④盗難・紛失時の端末交換の負担上限５，０００円（税抜）、⑤２年以上同一端末利用で電池パック無料サービス

アフターサービ
ス

「ケータイ補償

お届けサービス」

・冬のキャンペーン期間中（11/26～）、端末（905iｼﾘｰｽﾞ）
購入時、店頭販売価格から８，４００円（税込）割引

・基本使用料最大３ヶ月、最大２，１００円（税込）割引

・冬のキャンペーン期間中（11/26～）、端末（905iｼﾘｰｽﾞ）購入時、

店頭販売価格から８，４００円（税込）割引特典

・新料金プランを設定（現行プラン月額基本料から1,600円(税抜)割引）・現行の料金プランと同じ

料金プラン

一括払い及び分割払い（１年又は２年）
一括払い（端末購入時、１５，７５０円（税込）割引）

（契約期間中に解約、機種変更等の場合、解除料６３０円（税込）×残月数）
端末購入

－２年間低契約期間

バリューコースベーシックコース

２０円／３０秒３，６００円（１，０００円）タイプＳＳ

１８円／３０秒４，６００円（２，０００円）タイプＳ

１４円／３０秒６，６００円（４，０００円）タイプＭ

１０円／３０秒９，６００円（６，０００円）タイプＬ

１５円／分１４，６００円（１１，０００円）タイプＬＬ

通話料(税抜)月額基本使用料(税抜）

（（ ）内は無料通話分（税抜））

２０円／３０秒２，０００円（１，０００円）タイプＳＳ

１８円／３０秒３，０００円（２，０００円）タイプＳ

１４円／３０秒５，０００円（４，０００円）タイプＭ

１０円／３０秒８，０００円（６，０００円）タイプＬ

１５円／分１３，０００円（１１，０００円）タイプＬＬ

通話料(税抜)月額基本使用料(税抜）

（（ ）内は無料通話分（税抜））



19ａｕ（ＫＤＤＩ）の新料金コース「ａｕ買い方セレクト」について（平成１９年１１月１２日提供開始）

・基本使用料割引（「誰でも割」（→基本使用料半額）など）は適用なし

・「指定割」、「家族割」などの通話料割引は適用

・封書での請求書発行に１０５円（税込）必要

・基本使用料割引（「誰でも割」（→基本使用料半額）など）、通話料

割引は適用
各種割引

サービス等

・月額会員制サービス（会員：３１５円（税込）、非会員：無料）

・会員限定サポート：①電池パック無料サービス（同一機種を１年以上継続利用）、②無事故ポイントバック（１年間無事故で1,000ポイント）

・会員・非会員共通メニュー：①保証期間内無料修理、②故障修理代金割引、③水濡れ・全損時リニューアル代金割引、

④盗難・紛失時の端末購入時に「フルサポート解除料」の減免もしくは購入代金割引

アフターサービス
「安心ケータイ

サポート」

・ポイント付与なし・「マンスリーポイント」の付与率拡大
（利用額100円につき、現状一律２ポイントから 大７ポイントに）

月額利用額 100～4,999円：４ポイント

～9,999円：５ポイント

10,000円～ ：７ポイント

ａｕポイント

プログラム

・新料金プランを設定・現行の料金プランと同じ

料金プラン

－
端末購入時、２１，０００円（税込）補助

（契約期間中に解約、機種変更等の場合は期間に応じた解除料発生）
「購入サポート」

－２年間低契約期間

シンプルコースフルサポートコース

１５円／３０秒１，０００円シンプルプランＳ

１０円／分２，５００円シンプルプランＬ

通話料(税抜)月額基本使用料(税抜）

２０円／３０秒３，６００円（１，０００円）プランＳＳ

１６円／３０秒４，７００円（２，０００円）プランＳ

１４円／３０秒６，６００円（４，０５０円）プランＭ

１２円／３０秒９，５００円（６，３００円）プランＬ

１５円／分１５，０００円（１２，０００円）プランＬＬ

通話料(税抜)月額基本使用料(税抜）

（（ ）内は無料通話分）
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電気通信事業

付帯事業
（端末販売を含む）

収入 費用

NW維持運営費

通信事業営業費

通信販売奨励金

端末販売奨励金

端末販売奨励金端末販売収入

通信事業収入

接続料・卸原
価

小売料金
原価

（現行） （現行）

（見直し後）

（見直し後）

電気通信事業会計における販売奨励金の取扱い

✔07年度中を目途に会計規則（損益計算
書等）を改正
✔運用方法については、別途行政当局が
基本的考え方を提示。
✔実態整理は個別に整理。
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新規市場の創出
経済の活性化

利用者
（多様なサービスを享受）

■■ ＭＶＮＯＭＶＮＯ（（Mobile Virtual Network OperatorMobile Virtual Network Operator）は）は自らは無線設備を設置しないで通信サービスを提供自らは無線設備を設置しないで通信サービスを提供。。
■■ ＭＮＯＭＮＯは単に通信サービスを提供する枠を越え、音楽・ゲーム配信などのコンテンツ・アプリケーは単に通信サービスを提供する枠を越え、音楽・ゲーム配信などのコンテンツ・アプリケー

ションレイヤーへの進出、金融サービスとの連携など、ションレイヤーへの進出、金融サービスとの連携など、垂直統合型のビジネスを展開垂直統合型のビジネスを展開。。
■■ ＭＶＮＯとして他業態から移動通信市場への参入を促し、新しいビジネスモデルの登場を期待。ＭＶＮＯとして他業態から移動通信市場への参入を促し、新しいビジネスモデルの登場を期待。
■■ ＭＮＯとＭＶＮＯとのＭＮＯとＭＶＮＯとの””winwin--winwin””の関係の関係を構築。を構築。

ＭＶＮＯの参入促進による新規市場の創出

ＭＮＯ
（既存の移動通信事業者）

ＭＶＮＯ

卸サービス・接続

付加価値

（サービス・端末）サ
ー
ビ
ス
提
供

ＭＮＯ
（既存の移動通信事業者）

ＭＶＮＯ
（様々な業態から参入）

ゲーム、電子マネー、その他

既存サービスとモバイルサービスの連携

サービスの多様化 新規市場の創出

MVNOの新規参入の促進による

移動通信市場の活性化（サービス多様化の実現）

MVNOMVNOの新規参入の促進によるの新規参入の促進による

移動通信市場の活性化（サービス多様化の実現）移動通信市場の活性化（サービス多様化の実現）



22

■■卸電気通信役務に関する標準プランの策定・公表卸電気通信役務に関する標準プランの策定・公表
■■ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再見直しＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再見直し

①コンタクトポイントの明確化①コンタクトポイントの明確化
②事業計画の聴取範囲の明確化②事業計画の聴取範囲の明確化
③事業者間接続等に関する法制上の解釈の明確化③事業者間接続等に関する法制上の解釈の明確化（総務省ＨＰへのＦＡＱ掲載を含む）（総務省ＨＰへのＦＡＱ掲載を含む）

■■市場のモニタリングの継続市場のモニタリングの継続（必要に応じて、ＭＮＯ各社から報告等）（必要に応じて、ＭＮＯ各社から報告等）

■■端末プラットフォームの共通化の促進端末プラットフォームの共通化の促進
■■新規周波数割当におけるＭＶＮＯによる無線設備の利用促進のための計画策定新規周波数割当におけるＭＶＮＯによる無線設備の利用促進のための計画策定

の義務付けを基本として検討の義務付けを基本として検討

■ＦＭＣサービスの普及（固定系事業者によるＭＶＮＯ）■ＦＭＣサービスの普及（固定系事業者によるＭＶＮＯ）
■地方ＩＳＰやＣＡＴＶによるローカルＭＶＮＯの登場■地方ＩＳＰやＣＡＴＶによるローカルＭＶＮＯの登場
■他業態における経営資源を通信サービスに組み合わせたＭＶＮＯの登場によるシナジー効果■他業態における経営資源を通信サービスに組み合わせたＭＶＮＯの登場によるシナジー効果
■ベンチャー系企業や■ベンチャー系企業やSISIererによるＭＶＮＯによる法人向けサービスの提供によるＭＶＮＯによる法人向けサービスの提供

■ＭＶＮＯ独自の端末・サービスの開発促進（先進性の高いモバイル市場をテストベッドとした新事業の創出）■ＭＶＮＯ独自の端末・サービスの開発促進（先進性の高いモバイル市場をテストベッドとした新事業の創出）
■ＭＶＮＯ参入による周波数資源の有効活用■ＭＶＮＯ参入による周波数資源の有効活用

ＭＶＮＯの新規参入の促進

ＭＶＮＯの新規参入促進によるモバイルサービスの多様化ＭＶＮＯの新規参入促進によるモバイルサービスの多様化

ＭＶＮＯの新規参入促進に向けた取組ＭＶＮＯの新規参入促進に向けた取組
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■■ 料金比較手法に係る認定制度の導入の検討、料金比較手法に係る認定制度の導入の検討、
消費者の苦情等に係る体系的な整理・情報提供の仕組みや消費者の苦情等に係る体系的な整理・情報提供の仕組みやADRADRの更なる整備の検討、の更なる整備の検討、
携帯端末に係る販売代理店等の販売員の資質向上を図るための資格認定制度の検討携帯端末に係る販売代理店等の販売員の資質向上を図るための資格認定制度の検討

等、消費者保護策の在り方に関する多角的検討を０７年度中に開始し、０８年中を目途に等、消費者保護策の在り方に関する多角的検討を０７年度中に開始し、０８年中を目途に
結論を得る。結論を得る。

市場環境整備の促進

消費者保護策の在り方に関する多角的検討消費者保護策の在り方に関する多角的検討

■■ プラットフォーム関連市場の実態等を把握するため、「電気通信事業分野における競争プラットフォーム関連市場の実態等を把握するため、「電気通信事業分野における競争

状況の評価２００７」の戦略的評価として、プラットフォーム機能が競争に及ぼす影響を状況の評価２００７」の戦略的評価として、プラットフォーム機能が競争に及ぼす影響を
分析。その結果を０７年中に中間公表、０８年分析。その結果を０７年中に中間公表、０８年66月を目途に分析結果取りまとめ。月を目途に分析結果取りまとめ。

■■ 固定通信・移動通信の別を問わず、認証・課金、固定通信・移動通信の別を問わず、認証・課金、QoSQoS制御、デジタル著作権管理等の制御、デジタル著作権管理等の
プラットフォーム機能の連携を図り、新事業の創出を促進する観点から、プラットフォーム機能の連携を図り、新事業の創出を促進する観点から、 ユーザユーザIDID、、

位置情報、プッシュ型配信機能を含むプラットフォーム機能の利活用等について、位置情報、プッシュ型配信機能を含むプラットフォーム機能の利活用等について、
０７年度中を目途に検討を開始。０７年度中を目途に検討を開始。

プラットフォーム機能の連携強化に向けた検討プラットフォーム機能の連携強化に向けた検討
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コンテンツ・アプリケーション
レイヤー

コンテンツ・アプリケーション
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

通信サービス
レイヤー

通信サービス
レイヤー

ネットワーク
レイヤー

ネットワーク
レイヤー

端末
レイヤー

端末
レイヤー

移動通信移動通信
サービスサービス

オープン型オープン型
モバイルモバイル

ビジネス環境ビジネス環境

多様なユビキタス端末
（情報家電を含む）

固定通信
サービス

多様な通信利用形態
（Ｍ２Ｍを含む）

コンテンツ
アプリケーション

ＦＭＣ ユ
ビ
キ
タ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ユ
ビ
キ
タ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ユビキタスネットワーク時代の
オープン型モバイルビジネス環境

ユビキタスネットワーク時代のユビキタスネットワーク時代の
オープン型モバイルビジネス環境オープン型モバイルビジネス環境

セッション
制御

認証・
セキュリティ

課金管理

Edge node

Core node

Optical
accessxDSL Other

accesses
Wireless

LAN

アプリケーション・サーバー等アプリケーション・サーバー等

コンテンツ
配信

テレビ
電話 ･･･････

コア網

アクセス網

認証・課金機能等の連携認証・課金機能等の連携



25英国における料金比較情報提供サービスに係る認定制度

■ 06年12月、Ofcomは、電気通信サービスの料金を比較して情報提供するサービスに対する認定制度（PASS: Price Assurance Standard）の見直しを発表。当該見直しは、消費

者権利の拡大の観点から、①比較対象サービスの拡大、②認定申請プロセスの公正化・透明化、③認定基準の正確性等の向上、④消費者の認知度向上を図るもの。

■ PASSは、比較可能な料金情報の提供を促進し消費者の十分な情報を持ったサービス選択を可能とすることを目的として、02年に導入されたものだが、導入以来、サービスの多

様化や通信事業者数の増加が著しい状況にあること、またPASSの認知度が低いこと（ 8%-03年8月時）を背景として、Ofcomは、06年2月に、PASSの廃止・見直し等について意

見募集を実施。今回の見直しはこの意見募集の結果を踏まえて行われたもの。

■申請書の記載事項

・料金比較サービスの開始時期

・料金比較の対象サービス

・料金の計算方法

・利用者のアクセス方法

・これまでの利用者数

・ビジネスモデル（利用者や事業者か
らの料金徴収の有無等）

認定プロセス

■申請サービスが認定基準に
合致する可能性がある場合、
Ofcomは申請者を招請。

■招請された申請者は、サー
ビスのデモを実施したり、
Ofcomからの質問に回答。

■Ofcomは、独立のアナリスト

に対し、料金の比較計算と料
金情報の現行化プロセスに
関する技術的な監査を依頼。

■認定基準に合致した申請者
には、認定書が交付。下記の
ロゴを表示することが可能。

■Ofcomは、Webサイトにス

キームの説明と認定を受けた
者のリスト（リンク付）を提供。

■認定は毎年更新。その際、
独立のアナリストが監査。

【Step1】申請書の提出 【Step2】申請者の招請 【Step4】認定書の交付 【Step5】認定の更新

￡1,000上記以外

￡6,000事業者や利用者か
ら料金徴収する者、
事業者自身 ￡500上記以外

￡3,000事業者や利用者か
ら料金徴収する者、
事業者自身

認定基準

7 データは、主要な事業者を含む広範囲な事業者を含むものであるべき。

8 利用可能なサービス情報を提供する際は消費者の居住地域を考慮すべき。

9 料金以外の要素の考慮の助言や品質情報を提供するｻｲﾄの利用の促進をすべき。

Comprehensive

5 比較結果は料金で並び替えることができるものでなければならない。

6 事業運営費の創出方法を消費者に明らかにしなければならない。

Transparent

3 低8週間毎にデータを現行化。Webの場合は 終更新日も明示すべき。

4 料金データは、特別料金の利用可能性や前払費用が反映されるべき。

Accurate

1 身体障害者を含む全消費者がアクセス可能なものでなければならない。

2 Web上のサービスは、オフラインで情報入手する選択肢を有するべき。

Accessible

【Step3】アナリストの監査

例えば、以下のようなサービスが対象。

・固定電話（Fixed Telephone）

・移動電話（Moblie Telephone）

・国際ローミング（International roaming）

・ナローバンドインターネット（Narrowband Internet）
・ブロードバンド（Broadband）

・IP電話（Voice over IP）

・デジタルテレビ（Digital TV）

・バンドルサービス（Bundle services）

認定制度の対象サービス

申請者の負担分

※ ￡=221.98円（19.3.5)申請者の負担分
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モバイルビジネス活性化プラン 

 
平成１９年９月２１日 
総    務    省 

 
ブロードバンド化や IP 化が急速に進展する中、モバイルビジネス市場において多

様なビジネスモデルの登場を促す「オープン型モバイルビジネス環境」を整備し、モバ

イルビジネス市場の一層の活性化を実現することにより利用者利益の向上等を図る

観点から、「モバイルビジネス研究会」報告書（２００７年９月）を踏まえ、２０１１年を目

標年限として実施する施策について、「モバイルビジネス活性化プラン」として取りまと

めた。 
なお、本活性化プランは「新競争促進プログラム２０１０」（平成１８年９月）の一部を

構成するものとして位置付けられる。 
 
 

１．本活性化プランの目的 

 
 本活性化プランは、モバイルビジネス市場において、現行ビジネスモデルに加え、

(a)ネットワークの別を問わず、端末を接続して利用できる環境、(b)端末に自由にアプ

リケーション等を搭載して、利用者が希望するサービスを自由に選択できる環境、(c)
端末・通信サービス・コンテンツ等のそれぞれの価格・料金が利用者に分かりやすく

提示されている環境が実現する「オープン型モバイルビジネス環境」を通じて、モバイ

ルビジネス市場全体の活性化を図ることを目的とする。 
 
 

２．具体的施策 

 
（１）モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し 
 
(a) 新料金プランの導入に向けた検討促進   

    
   端末価格と通信料金が一体となっている現行の販売モデルについて、２００８年

度を目途に、端末価格と通信料金が利用者からみて明確に区分された新料金プラ
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ン（利用期間付契約を含む。）を部分導入すべく所要の環境整備を図ることとし、各

事業者に対して速やかに政策方針を示し、各事業者における取組を促すとともに、

各事業者の動向を注視する。 
また、新料金プランの導入に係る各事業者の取組や、当該プランの導入が関係

各方面に及ぼす影響等について引き続き検証を行い、遅くとも２０１０年を目途に

新料金プランに係る総合的な評価を行い、新料金プランの本格導入に向けた結論

を得る。 
なお、上記の検証に際しては、ポイントサービスが新料金プランの趣旨を没却す

るものでないかどうか等についても留意する。 
 
 (b) 販売奨励金に係る会計整理の明確化 
 
   現行の販売奨励金は、端末販売の促進を目的とする端末販売奨励金と通信サ

ービス契約の締結・維持を目的とする通信販売奨励金の２つに大別されるが、両

者を電気通信事業会計において分計することとし、所要の電気通信事業会計規則

（昭和６０年郵政省令第２６号。以下「会計規則」という。）の見直しについて２００７

年度中を目途に実施し、２００８年度から施行する。 
   なお、端末販売奨励金と通信販売奨励金の分計について各事業者間の統一的

な運用を確保するため、会計規則の改正に併せて、当該分計に関する運用指針を

策定・公表する。その際、接続料及び卸電気通信役務の原価から端末販売奨励金

を除くこととする。 
   また、上記改正後の会計規則に基づく会計実績を踏まえ、接続料及び卸電気通

信役務の料金の適正性等について、定期的に検証を行う。 
 
 (c) 消費者に対する説明事項の見直し 
 

新料金プランの導入に伴う消費者の理解を促す観点から、電気通信事業法（昭

和５９年法律第８６号）第２６条（提供条件の説明）の趣旨を踏まえ、「電気通信事業

法の消費者保護ルールに関するガイドライン」（２００４年３月、最近改正２００６年１

１月）について、上記(a)に併せて所要の見直しを行う。 
 
 (d) SIM ロック解除に向けた検討 
 

SIM ロックについては原則解除する方向で検討を進める。具体的には、今後の

BWA（Broadband Wireless Access）の進展や端末市場の動向を踏まえつつ、３．９G
や４G を中心に SIM ロック解除を法制的に担保することについて、２０１０年の時点
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で最終的に結論を得る。 
 
（２）MVNO（Mobile Virtual Network Operator）の新規参入の促進 
 
 (a) MVNO 事業化ガイドラインの再見直し 
 

「MVNO に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」

（いわゆる「MVNO 事業化ガイドライン」）（２００２年６月、２００７年２月改正）につい

て、ＭＮＯ（Mobile Network Operator）コンタクトポイントの明確化、ＭＮＯによる事

業計画の聴取範囲の明確化、ＭＮＯとＭＶＮＯとの間における事業者間接続等に

関する法制上の解釈の具体化等を図る観点から、２００７年度中にその見直しを実

施する。 
 
 (b) MNO の卸電気通信役務に関する標準プランの策定 
 

MVNO が事業計画を策定する上で必要となる卸電気通信役務の提供条件等に

ついて、MVNO の新規参入に際しての予見可能性を高める観点から、MNO が卸

電気通信役務に関する標準プラン（標準的なケースを想定した卸電気通信役務の

料金その他の提供条件）を策定する等の情報開示を行うことについて、各事業者

に対して検討を促すとともに、各事業者の動向を注視する。 
 
 (c) 新規システムに係る周波数の割当時における MVNO への配慮 
 

今後、新規システムに係る周波数の割当てを行う場合、当該周波数の有効利用

を図る観点から、原則として MVNO による無線設備の利用促進のための計画を策

定する方向で検討を行う。 
 
(d) 行政における担当窓口の明確化 

 
MVNO 参入希望者等からの照会等に一元的に対応するため、速やかに総合通

信基盤局内に担当窓口を設け、関係各課の連携強化を図る。また、総務省ホーム

ページにおいて MVNO 関連情報を統合的に提供するため、２００７年中に所要の

措置を講じる。 
 
（３）モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進 
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 (a) プラットフォームの連携強化に向けた検討 
 

固定通信･移動通信の別を問わず、認証・課金、QoS 制御、デジタル著作権管理

等のプラットフォーム機能の連携を図り、新事業の創出を促進する観点から、ユー

ザーID、位置情報、プッシュ型配信機能を含むプラットフォーム機能の利活用等に

ついて、２００７年度中を目途に検討を開始する。その際、携帯端末の API
（Application Programming Interface）のオープン性の確保の在り方についても併せ

て検討する。 
また、プラットフォーム関連市場の実態等を把握するため、「電気通信事業分野

における競争状況の評価２００７」の戦略的評価として、プラットフォーム機能が競

争に及ぼす影響を分析し、その結果を２００７年中に中間公表するとともに、２００８

年６月を目途に分析結果を取りまとめる。 
   なお、ID ポータビリティ技術に関する研究開発・標準化等については、「新世代

ネットワーク基盤技術に関する研究開発」（２００８年度予算要求）の一環として推

進する。 
 
(b) 端末プラットフォームの共通化の促進 
 

  携帯端末のプラットフォーム技術の共通化や３．９G 及び４G 等の次世代移動通

信システム技術の試験・実験のための共通基盤については「次世代移動通信シス

テムの研究開発」（２００８年度予算要求）の一環として具体化を図る。 
  また、携帯端末を含む多様な通信端末の相互接続検証のためのテストベッドを

整備するため、「次世代 IP ネットワーク推進フォーラム」において当該テストベッド

が具備すべき要件等について検討を行い、２００８年夏を目途に結論を得る。 
  さらに、IP 化に対応して急速に多様化する通信端末の技術基準について、必要

に応じて、２００８年中に制度整備を行うとともに、通信端末の認証制度の運用につ

いては、技術基準の検討を踏まえ、２００８年中に一定の結論を得る。 
 
 (c) 消費者保護策の在り方に関する多角的検討 
 

サービスの多様化等に対応した消費者保護策の拡充を図る観点から、料金比

較手法に係る認定制度の導入、消費者の苦情等に係る体系的な整理・情報提供

の仕組みや ADR（Alternative Dispute Resolution）の構築、携帯端末に係る販売代

理店等の販売員の資質向上を図るための資格認定制度の検討その他の消費者

保護策の在り方に関する多角的検討を２００７年度中に開始し、２００８年中を目途

に結論を得る。 
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また、携帯端末を含む通信端末に係る消費者保護の観点から、端末及びサービ

スの機能保証に関する責任分担モデルの策定や紛争解決の在り方等について、

「次世代 IP ネットワーク推進フォーラム」において検討を行い、２００８年夏を目途に

結論を得る。 
 
 (d) ユビキタス特区の創設 
 

「ICT 改革促進プログラム」（２００７年４月）及び「ICT 国際競争力強化プログラ

ム」（同年５月）に基づき、２００８年１月を目途にユビキタス特区を創設し、固定通

信、移動通信、コンテンツ、アプリケーションが融合・連携したサービスの開発、実

証実験等を実施する。 
 
 (e) モバイルアクセス網の多様化の推進 
 

５GHｚ帯の高速無線 LAN（８０２．１１ｎ方式）や２．５GHｚ帯の広帯域移動無線ア

クセスシステムの導入、地上アナログテレビジョン放送の終了後の空き周波数の有

効利用、及びこれに関連する７００MHｚ/９００MHｚ帯の周波数利用等、新しい周波

数割当によるモバイルアクセスの多様化について、技術間競争の促進を念頭に置

きつつ取り組む。 
また、フェムトセルの導入に係る法制上の取扱いについて、２００７年度末を目途

に一定の結論を得る。 
 
 (f) 通信・放送の総合的法体系の検討 
 

モバイルビジネスを含む通信・放送の融合・連携を促進し、新事業の創出を促す

観点から、通信・放送の法体系の見直しについて、「通信・放送の総合的な法体系

に関する研究会」における検討結果について２００７年中を目途に取りまとめる。 
 
 

３．本活性化プランのフォローアップ 

 
 本活性化プランについては、学識経験者等で構成する「モバイルビジネス活性化プ

ラン評価会議」（以下「評価会議」という。）を定期的に開催し、その進捗状況等につい

て検証する。 
 また、モバイルビジネスを取り巻く市場環境が急速に変化していることにかんがみ、
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市場実勢に則した施策展開を確保する観点から、本活性化プランについては評価会

議の審議を経て、原則として毎年１回見直しを行うこととする。 
 なお、当該見直しについては、本活性化プランが「新競争促進プログラム２０１０」の

一部を構成するものであることにかんがみ、同プログラムの見直し（リボルビング）に

反映させる。また、同プログラムの進捗状況に係る報告書（プログレスレポート）にお

いて、本活性化プランに係る進捗状況も併せて取りまとめの上、公表する。 



 

 
 

平成１９年９月２１日  

 
携帯電話に係る端末価格と通信料金の区分の明確化に関する 

携帯電話事業者等への要請 
 

総務省は、携帯電話に係る端末価格と通信料金の区分の明確化に関し、本日、携帯電話事業者

等に要請を行いました。 

 

１ 要請の対象及び方法 

 

株式会社株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（代表取締役社長 中村維夫）、ＫＤＤＩ株式

会社（代表取締役社長 小野寺正）、ソフトバンクモバイル株式会社（代表取締役社長兼ＣＥ

Ｏ 孫正義）、株式会社ウィルコム（代表取締役社長 喜久川政樹）及びイー・モバイル株式

会社（代表取締役社長兼ＣＯＯ エリック・ガン）の各社に対し、総合通信基盤局長名の文書

で要請を行いました。 

 

２ 要請の内容 

 

別紙のとおり。 

 

関係報道発表資料 

○「モバイルビジネス活性化プラン」の公表（平成１９年９月２１日報道発表） 

 http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070921_1.html 

 

【連絡先】 

総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 

担 当：松田課長補佐、桃井専門職、田中官 

電 話：（代表） ０３－５２５３－５１１１ 

（内線５８３７） 

ＦＡＸ：    ０３－５２５３－５８３８ 



 

 

 

 

 

 

携帯電話に係る端末価格と通信料金の区分の明確化について（要請） 

 

 携帯電話（ＰＨＳ等を含む。）に係る現行の販売モデルにおいては、端末価格と通信料金が一

体となっている事案が多数存在し、利用者から見て負担の透明性・公平性が十分確保されている

とは言えない状況にある。 

 総務省においては、本日、「モバイルビジネス活性化プラン」を策定・公表し、端末価格と通

信料金が一体となっている現行の販売モデルについて、2008 年度を目途に、端末価格と通信料金

が利用者から見て明確に区分された新料金プラン（利用期間付契約を含む。）を部分導入すべく

所要の見直しを図る等の方針を示したところである。 

 ついては、貴社において、上記の趣旨を踏まえ、携帯電話に係る端末価格と通信料金の区分の

明確化を図るべく積極的かつ速やかに所要の措置を講じるよう検討することを要請する。 

 

 

別紙 


